
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

栄養バランスのとれたお弁当をお届けするサービスです。 

お食事を届けるだけでなく、配達の際に声かけをさせていただき 

健康状態や安否の確認を行います。 

【利用できる方】 

 ・市内に在住し、調理や食事の調達をすることが困難な 

65 歳以上の 1 人暮らしまたは高齢者のみ世帯 

※自動車に乗られる方は対象外です 

 

【利用負担額】 

  ・市より１食 300 円の助成があります 

   お弁当代は、300 円を超えた分を 

お支払いいただきます。 

 

【利用回数】 

 ・ 配食回数は１日１食 

・月曜日～金曜日の間で週 2 回まで 

事 業 内 容

≪ 申し込み先及び問い合わせ先 ≫ 

  桜川市役所  高齢福祉課 

   〒309-1292   桜川市岩瀬 64-2 

   電話 0296-73-4511（直通） 

 


